
はこだて障がい福祉プラン（仮称）の策定について
第１回函館市障がい者計画策定推進委員会
資料１

１ 計画の概要
はこだて障がい福祉プランは，「障がい者基本計画」「障がい福祉計画」「障がい児福祉計画」を一体化した函館市の障がい福祉施策を推進する計画です。
「第２次障がい者基本計画」「第７期障がい福祉計画」「第３期障がい児福祉計画」については，令和９年（2027年）３月で計画期間が終了することか
ら，全部改定を行います。障がい福祉計画・障がい児福祉計画の「サービス見込量」設定に併せて，基本的な施策（障がい者基本計画）を見直します。

第２次障がい者基本計画(2016～2026 １１年間)
障がい福祉に関する基本的施策【障害者基本法】

第７期障がい福祉計画
(2024～2026 ３年間)
サービス毎の必要な量の見込
【障害者総合支援法・児童福祉法】

全部
改定

第３次障がい者基本計画（2027～2032 ６年間）
障がい福祉に関する基本的施策【障害者基本法】

第８期障がい福祉計画
(2027～2029 ３年間）
サービス毎の必要な量の見込
【障害者総合支援法・児童福祉法】

第９期障がい福祉計画
(2030～2032 ３年間）
サービス毎の必要な量の見込
【障害者総合支援法・児童福祉法】
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２ 策定の考え方
国が定める「障害者基本計画」を踏まえつつ，北海道の「ほっかいどう障がい福祉プラン」との整合性を図りながら，令和７年度にアンケート調査を実施し
障がいのある方の状況を把握し， 「はこだて障がい福祉プラン」を策定します。

「障害者基本計画（第５次）」（2023～2027 ５年間）

１．差別の解消，権利擁護の推進及び虐待の防止
２．安全・安心な生活環境の整備
３．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実
４．防災，防犯等の推進
５．行政等における配慮の充実
６．保健・医療の推進
７．自立した生活の支援・意思決定支援の推進
８．教育の振興
９．雇用・就業，経済的自立の支援
10．文化芸術活動・スポーツ等の振興
11．国際社会での協力・連携の推進

はこだて障がい福祉プラン 案

・ 計画策定の趣旨等（計画策定の趣旨，位置付け，計画期間）
・ 障がいのある人の状況（障がい児者数等，アンケート結果（概要））
・ 計画の基本的考え方（基本理念，基本的な方向，施策の体系）
・ 分野別施策
・ 成果目標とサービス量の見込み（障がい福祉計画）
・ プランの評価・見直し
・ 資料編

ほっかいどう障がい福祉プラン（2024～2029 ６年間）

アンケート調査（案）

「障害福祉計画策定に係る実態調査及びPDCAマニュアル」令和２年５月１９日厚生労働省通知に基づき，
当事者の生活実態や課題の把握，団体等との意見聴取を目的として実施する。

① アンケート（郵送・無作為）：当事者（身体・知的・精神・難病 各1,000人 計4,000人）
② グループヒアリング：団体等へ調査



はこだて障がい福祉プラン策定スケジュール（案）
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